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飯塚市規則第7号  

   飯塚市不当要求行為等対策条例施行規則 

(趣旨) 

第1条 この規則は、飯塚市不当要求行為等対策条例(令和7年飯塚市条例第3号。以

下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例

による。 

(対策委員会への報告) 

第3条 条例第5条第2項の報告は、不当要求行為等記録兼報告書(別記様式)により

行うものとする。 

(不当要求行為等対策相談窓口) 

第4条 条例第7条に規定する不当要求行為等対策相談窓口(以下「相談窓口」とい

う。)は、総務部人事課に置く。 

2 相談窓口の相談員は、人事担当課長及びその者が指名する職員をもって充てる。 

3 相談窓口においては、不当要求行為等に迅速に対応するため、関係機関等との連

携体制をあらかじめ構築しておくものとする。 

4 相談窓口において受け付けた事項については、その内容を記録するものとする。 

(対策委員会の所掌事務) 

第5条 対策委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。 

(1) 不当要求行為等への組織的対応に関すること。 

(2) 不当要求行為等に係る情報交換、情報共有及び連絡調整に関すること。 

(3) 警察その他関係機関との情報交換及び連絡調整に関すること。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、不当要求行為等への対策に関し必要な事項 

(対策委員会の組織) 

第6条 対策委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。 

2 委員長は、総務部を担任する副市長とし、副委員長は、他の副市長をもって充て

る。 

3 委員は、教育長、企業管理者、部長、部長相当職、議会事務局長の職及び企業局



長(企業局長を置かない場合は、企業局次長。)の職にある者をもって充てる。 

4 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集する。この場合において、委員長は、

必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該不当要求行為等に関

係する一部の委員を招集することができる。 

5 対策委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見又

は説明を聴くことができる。 

6 対策委員会の庶務は、総務部人事課において行う。 

(審議会の組織)                        

第7条 審議会は、委員3人以内をもって組織する。 

2 委員は、不当要求行為等について識見を有する者等のうちから必要の都度、市長

が委嘱又は任命する。 

3 委員は当該事案に係る審議が終了したときは、解職又は解任されるものとする。 

(審議会の会長) 

第8条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委

員がその職務を代理する。 

(審議会の会議) 

第9条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。 

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。 

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

4 会議は、非公開とする。ただし、審議会が必要と認めるときは、この限りでない。 

5 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見又は説

明を聴くことができる。 

(審議会の庶務) 

第10条 審議会の庶務は、総務部人事課において行う。 

(その他) 

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、令和7年7月1日から施行する。 

 



別記様式(第3条関係) 

 

不当要求行為等記録兼報告書 

 

年  月  日 

 

(宛先)飯塚市不当要求行為等対策委員会 

 

所属             

職名             

氏名             

 

所属に対する不当要求行為等について、次のとおり報告します。 

発 生 日 時 年  月  日( )  時  分 〜   時  分 

手段・場所 
□面談 □電話 □メール □その他(            ) 

場所(                           ) 

相 手 方 

住 所： 

団体名: 

氏 名: 

連絡先: 

対 応 職 員 

所属: 

職名： 

氏名： 

所属: 

職名： 

氏名： 

所属: 

職名： 

氏名： 

所属: 

職名： 

氏名： 

不当要求行為等の 

内 容 

 

不当要求行為等に 

対して講じた措置 

 

備 考 

 

 


